
 
 

 
 

䥹
教
育
財
務
課 

競
争
入
札
参
加
者
の
資
格
に
関
す
る
公
示
䥺 

  

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
䥹
平
成
七
年
政
令
第
三
百

七
十
二
号
䥺
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
調
達
契
約
の
締
結
が
見
込
ま
れ
る
の
で
次
の
と
お
り
公
示
す
る
䣎 

 
 

令
和
七
年
十
二
月
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

大
分
県
知
事 

 

佐 
 

 

藤 
 

 

樹 

一 

郎 

一 

調
達
を
す
る
物
品
等
の
種
類 

 
 

 
 

大
分
県
立
海
洋
科
学
高
等
学
校
ほ
か
二
十
一
施
設
で
使
用
す
る
電
気 

二 

競
争
入
札
の
参
加
者
の
資
格 

 

１ 

次
の
㈠
か
ら
㈥
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
䣍
競
争
入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
䣎 

㈠ 

競
争
入
札
に
係
る
契
約
を
締
結
す
る
能
力
を
有
し
な
い
者
䥹
被
補
助
人
䣍
被
保
佐
人
又
は
未
成
年 

 

者
で
あ
䣬
て
䣍
契
約
締
結
の
た
め
に
必
要
な
同
意
を
得
て
い
る
も
の
を
除
く
䣎
䥺
又
は
破
産
者
で
復 

権
を
得
な
い
者 

㈡ 

暴
力
団
員
䥹
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
䥹
平
成
三
年
法
律
第
七
十

七
号
䥺
第
二
条
第
六
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
を
い
う
䣎
以
下
同
じ
䣎
䥺
又
は
暴
力
団
䥹
同
条
第
二

号
に
規
定
す
る
暴
力
団
を
い
う
䣎
䥺
若
し
く
は
暴
力
団
員
と
密
接
な
関
係
を
有
す
る
者 

㈢ 

大
分
県
が
発
注
す
る
物
品
等
の
調
達
䣍
売
払
い
及
び
役
務
の
提
供
に
係
る
競
争
入
札
に
参
加
す
る

者
に
必
要
な
資
格
䥹
令
和
六
年
大
分
県
告
示
第
二
百
五
十
五
号
䣎
以
下
䣓
告
示
䣔
と
い
う
䣎
䥺
第
九

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
䣍
競
争
入
札
に
参
加
さ
せ
な
い
こ
と
と
さ
れ
䣍
定
め
ら
れ
た
期
間
を
経
過

し
て
い
な
い
者 

㈣ 

営
業
に
関
し
䣍
許
可
䣍
認
可
等
を
必
要
と
す
る
場
合
に
お
い
て
䣍
こ
れ
を
得
て
い
な
い
者 

㈤ 

国
税
又
は
大
分
県
税
を
滞
納
し
て
い
る
者 

㈥ 

資
格
審
査
の
申
請
を
行
う
日
䥹
以
下
䣓
申
請
日
䣔
と
い
う
䣎
䥺
の
属
す
る
月
の
前
月
の
末
日
䥹
以

下
䣓
基
準
日
䣔
と
い
う
䣎
䥺
に
お
い
て
継
続
し
て
事
業
を
営
ん
で
い
る
期
間
が
一
年
未
満
で
あ
る
者

䥹
基
準
日
に
お
い
て
継
続
し
て
一
年
以
上
事
業
を
営
ん
で
い
た
者
か
ら
䣍
当
該
事
業
に
係
る
営
業
の

全
部
又
は
一
部
を
承
継
し
た
者
を
除
く
䣎
䥺 

 

２ 

資
格
審
査
事
項
に
つ
い
て
は
䣍
次
の
と
お
り
と
す
る
䣎 

㈠ 

営
業
年
数
䥹
基
準
日
の
前
日
ま
で
の
営
業
年
数
を
い
う
䣎
䥺 

㈡ 

営
業
実
績
䥹
申
請
日
の
直
前
の
決
算
期
か
ら
一
年
前
ま
で
の
間
の
事
業
年
度
䥹
当
該
事
業
年
度
の

決
算
が
申
請
日
ま
で
に
確
定
し
な
い
場
合
は
䣍
決
算
の
確
定
し
て
い
る
事
業
年
度
䣎
以
下
䣓
基
準
年

度
䣔
と
い
う
䣎
䥺
の
販
売
実
績
や
契
約
実
績
を
い
う
䣎
䥺 

 
 

㈢ 
 

経
営
規
模 

 
 

 

⑴ 

従
業
員
数
䥹
基
準
日
に
お
け
る
営
業
に
従
事
す
る
者
の
数
を
い
う
䣎
䥺 

 
 

 

⑵ 

自
己
資
本
額
䥹
基
準
年
度
の
決
算
に
お
け
る
自
己
資
本
金
の
額
を
い
う
䣎
䥺 

 

 
 

㈣ 

経
営
比
率
䥹
基
準
年
度
の
決
算
に
お
け
る
流
動
比
率
䣍
自
己
資
本
固
定
比
率
及
び
利
益
率
を
い 

う
䣎
䥺 

㈤ 

そ
の
他
知
事
が
必
要
と
認
め
る
事
項 

三 

入
札
を
希
望
す
る
者
の
資
格
審
査
申
請
の
方
法
等 

 

１ 

申
請
の
方
法 

 
 

 

県
の
所
定
の
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
書
及
び
添
付
書
類
を
知
事
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
䣎 



 

２ 
申
請
書
の
提
出
先
及
び
問
合
せ
先 

 
 

 
大
分
県
会
計
管
理
局
用
度
管
財
課
物
品
調
達
班 

 
 

 

〒
八
七
〇―

八
五
〇
一 

大
分
市
大
手
町
三
丁
目
一
番
一
号 

 
 

 

電
話 
〇
九
七―

五
○
六―

二
九
六
八 

 

３ 

申
請
の
時
期 

 
 

 

令
和
七
年
十
二
月
五
日
か
ら
同
月
十
五
日
ま
で
䥹
日
曜
日
及
び
土
曜
日
を
除
く
䣎
䥺
と
す
る
䣎
な

お
䣍
申
請
者
が
期
日
以
降
に
申
請
を
希
望
す
る
場
合
は
䣍
そ
の
後
も
随
時
に
受
け
付
け
る
が
䣍
入
札
に

間
に
合
わ
な
い
場
合
が
あ
る
䣎 

四 

入
札
参
加
資
格
の
有
効
期
間
及
び
当
該
期
間
の
更
新
手
続 

 

１ 

有
効
期
間 

 
 

 

入
札
参
加
資
格
の
有
効
期
間
は
䣍
資
格
を
取
得
し
た
日
か
ら
令
和
八
年
九
月
三
十
日
ま
で
と
す
る
䣎 

 

２ 

更
新
手
続 

 
 

 

令
和
八
年
十
月
一
日
以
後
䣍
入
札
参
加
資
格
を
得
よ
う
と
す
る
者
は
䣍
告
示
に
基
づ
く
入
札
参
加
資

格
審
査
の
申
請
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
䣎 

五 

競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
書
の
入
手
方
法 

１ 

申
請
書
の
交
付
場
所 

 
 

 

三
の
２
に
同
じ
䣎 

 

２ 

イ
ン
タ
䤀
ネ
䣹
ト
に
よ
る
入
手 

 
 

 

大
分
県
ホ
䤀
ム
ペ
䤀
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六 

入
札
参
加
資
格
の
取
消
し
等 

１ 

入
札
参
加
資
格
を
取
得
し
た
者
が
次
の
㈠
か
ら
㈣
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
そ
の
他
知
事

が
必
要
と
認
め
る
場
合
は
䣍
当
該
入
札
参
加
資
格
を
取
り
消
し
䣍
又
は
三
年
以
内
の
期
間
を
定
め
て
競

争
入
札
に
参
加
さ
せ
な
い
こ
と
が
あ
る
䣎 

㈠ 

地
方
自
治
法
施
行
令
䥹
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
䥺
第
百
六
十
七
条
の
四
第
二
項
に
規
定
す

る
者
に
該
当
す
る
と
判
明
し
た
場
合 

㈡ 

二
の
１
の
㈠
か
ら
㈤
ま
で
の
者
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
判
明
し
た
場
合 

㈢ 

資
格
審
査
の
申
請
書
䥹
変
更
届
を
含
む
䣎
䥺
及
び
そ
の
添
付
書
類
に
故
意
に
虚
偽
の
事
実
を
記
載

し
た
こ
と
が
判
明
し
た
場
合 

 
 

㈣ 

廃
業
等
の
届
出
又
は
入
札
参
加
を
希
望
し
て
い
る
業
種
等
の
全
て
を
取
り
下
げ
る
届
出
を
行
䣬
た

場
合 

 

２ 

１
の
㈠
か
ら
㈢
ま
で
に
よ
り
入
札
参
加
資
格
を
取
り
消
し
䣍
又
は
競
争
入
札
に
参
加
さ
せ
な
い
こ
と

と
し
た
と
き
は
䣍
そ
の
旨
を
当
該
入
札
参
加
資
格
を
取
得
し
た
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
䣎 


